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１ 兵庫教育大学訴訟の判決について 

１．訴訟の概要 

 (1)本訴（大学の訴え） 

① 原告（大学）は、被告（市）が原告に対して行った平成２６年６月分以降の上

下水道料金の賦課処分（市は、それまでの旧算定方法とは異なる条例に基づく新

算定方法で水道料金及び下水道使用料を大学に請求し、これに対して大学は、そ

れまでどおりの旧算定方法で支払っているため、市は大学が支払った金額を下水

道使用料に全額充当し、不足する水道料金「残額」を大学に請求した。）に対する

取消しを求めた。 

  ② 原告は、新たに上水道の給水を受けようとする者ではないと主張して、被告が

条例で規定する加入分担金（②－１各戸毎に水道契約を締結することを原因とす

る加入分担金、②－２受水槽より給水した各戸毎の水道の使用水量を計量するこ

とができる公設の水道メーターを市が設置することを原因とする加入分担金）の

支払債務がないことの確認を求めた。 

 (2)反訴（市の訴え） 

  ① 被告は、原告に水道料金「残額」及び遅延損害金年５％の支払いを求めた。 

２． 平成３０年６月１日神戸地方裁判所の判決言渡し内容 

(1)判決の主文 

１  原告の被告に対する別紙加入分担金目録記載の加入分担金支払債務が存在

しないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。 

２  原告のその余の請求を棄却する。 

３  原告は、被告に対し、別紙「下水道料金納入通知処分等一覧表」の「上水道」

欄の「残額」欄記載の金員及びこれに対する各「上水道料金の弁済期」欄記載の

日の翌日から各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

４  訴訟費用は、本訴、反訴を通じ、原告の負担とする。 

５  この判決は、第３項に限り、仮に執行することができる。 
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